
川口市障害者相談支援センターきらり 相談支援 重要事項説明書 

（ 令和８年４月１日現在 ） 

 

 あなたに対する相談支援の提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて本事業所があな

たに説明すべき内容は次のとおりです。 

１ サービスを提供する事業者 

名 称 社会福祉法人川口市社会福祉事業団 

所 在 地 埼玉県川口市大字赤井１０５５番地 

電 話 番 号 ０４８（２２９）３３８７ 

代 表 者 氏 名 理事長 池田  誠 

設 立 年 月 昭和５９年４月１日 

２ 事業所 

事業所の名称 川口市障害者相談支援センターきらり 

指定事業所番号 

一般相談支援  １１３０２０００３１ 

（平成１８年１０月１日指定） 

特定相談支援  １１３０２０００３１ 

（平成２４年４月１日指定） 

 障害児相談支援 １１７０２０１０９７ 

  （令和 ２年２月１日指定） 

事業所の所在地 
〒３３４－００１２ 

埼玉県川口市八幡木１－１９－５ 

電 話 番 号 ０４８（２８７）１２１０ 

管 理 者 氏 名 鈴木  智 

開 設 年 月 平成２４年４月１日 

３ 職員体制 

職種等 員数 
常勤 非常勤 

常勤換算 備考 
専従 兼務 専従 兼務 

管理者 １  １   
１．９ 

 

相談支援専門員 ３  ３    

４ サービス提供地域 

   川口市域 

５ 営業時間 

   月曜日から金曜日（国民の祝日・休日及び１２月２９日から翌年１月３日までを除

く）午前８時３０分から午後５時まで 

６ 提供するサービス内容について 

（１）計画相談支援（サービス利用支援・継続サービス利用支援） 

利用者との面接やサービス提供事業者との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作

成します。支給決定後は計画の見直しを行います。 

（２）地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援） 

精神科病院に入院している精神障害者へ、地域生活の準備のための住居の確保、外出

同行支援。入居支援等を行います。 



退院後は、居宅において、単身で生活されるかたを対象に、常時の連絡体制の確保、

緊急時の相談、対応を行います。 

（３）障害児相談支援（障害児支援利用援助・継続障害児支援利用援助） 

   障害児またはその保護者の障害児通所支援の利用に関する意向その他の事情  

   を勘案し、障害児支援利用計画を作成する。 

７ 利用料金について 

計画相談支援 

地域相談支援 

障害児相談支援 

当事業所が市町村からサービス利用料金に相当する給付

を全額受領（法定代理受領）するため、利用者の自己負

担はありません。 

交通費 

通常の事業の実施地域以外の施設、病院、居宅等を訪問

する場合、または同行支援を行う場合は、必要な交通費

をいただきます。ご負担いただく場合は、事前に利用者

に説明を行い、同意を頂きます。 

その他の費用 

利用者の便益を向上させるものであって、利用者へ支払

いを求めることが適当なものは、事前に利用者に説明を

行い、同意を頂いたうえ、ご負担いただきます。 

８ 苦情等の受付及び相談窓口について 

（１）当事業所における苦情等の受付 

本事業所 

ご利用相談窓口 

・苦情解決責任者 所長 戸嶋 正樹 

・苦情受付担当者 管理者 鈴木 智 

・ご利用時間  ８：３０ ～ １７：００ 

・電話番号   ０４８（２８７）１２１０ 

 Ｆ Ａ Ｘ   ０４８（２８７）５０２０ 

（２）第三者委員（福祉サービスの苦情解決制度） 

   当施設では、地域にお住まいの方を第三者委員（福祉サービス調整委員）として選

任し、地域住民の立場から当施設のサービスに対するご意見などをいただいています。

利用者は、当施設への苦情やご意見を第三者委員（福祉サービス調整委員）に相談す

ることもできます。 
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・川口市民生委員児童委員協議会  理事 

・中央地区民生委員児童委員協議会  会長 
０４８－２２２－４１２３ 
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 ・川口地区保護司会副会長 ０４８－２６６－１８８３ 

第三者委員（福祉サービスの苦情解決制度）を利用するには施設の担当者または本

部事務局へご相談ください。始めに、苦情受付担当者が相談に応じます。 

直接言いづらい、解決されないなど、施設と利用者との話合いで解決できない問題

について、この制度の利用を希望する場合、職員にその旨をお伝えいただくか、本部

事務局へご相談ください。 

施設の担当者または本部事務局から第三者委員（福祉サービス調整委員）へ連絡・

調整をして、解決を図ります。 



本部事務局 
・所 在 地：埼玉県川口市大字赤井１０５５番地 

・電話番号：０４８（２２９）３３８７ 

 
（３） 行政機関その他苦情受付機関 

川口市役所 

障害福祉課 

・所 在 地：埼玉県川口市青木２－１－１ 

・電話番号：０４８（２５８）１１１０ 

埼玉県 

運営適正化委員会 

・所 在 地：埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６

５ 彩の国すこやかプラザ１階 

・電話番号：０４８（８２２）１２４３ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０４８（８２２）１４０６ 

９  虐待防止のための措置 

（１）虐待防止に関する相談窓口 

虐待防止に関する 

相談窓口 

・虐待防止責任者 所 長 戸嶋 正樹 

・虐待防止担当者 管理者 鈴木 智 

・ご利用時間  平日 ８：３０ ～ １７：００ 

・電話番号   ０４８（２８７）１２１０ 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０４８（２８７）５０２０ 

・川口市障害者虐待防止センター(川口市役所障害福祉課内) 
・ご利用時間    平日 ８：３０  ～  １７：１５ 
相談専用電話 ０４８（２５９）７９２６(直通) 
Ｆ Ａ Ⅹ   ０４８（２５９）７９４３ 

・夜間及び休日の相談・通報について 
川口市役所  ０４８（２５８）１１１０(代表)まで 
ご連絡ください。 

（２）虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合は、以下の対策を講じます。 

① 上記、川口市障害者虐待防止センターへ通報します。 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③  虐待防止について、従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を 

実施しています。 

  ④  虐待防止の対策を検討する委員会を年１回以上開催し、その結果について職 

員に周知徹底を図ります。 

１０  業務継続計画の策定 

      感染症や非常災害の発生において、利用者に対する障害福祉サービスの提供 

    を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計 

    画を策定し、必要な措置を講じます。 

  ①  従業者に対し業務継続計画について周知し、必要な研修及び訓練を定期的に 

実施しています。 

  ②  定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を 

行っています。 

１１  衛生管理 

      感染症が発生、まん延しないように次の措置を講じます。 

  ①  感染症及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、そ 

    の結果について従事者に周知徹底を図っています。 



  ②  感染症のまん延防止のための指針を整備しています。 

  ③  感染症のまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施しています。 

 

１２  事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、身元引受人等に連絡す   

るとともに、必要な措置を講じます。 

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに 

損害賠償いたします。 

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

保険会社名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 介護保険・社会福祉事業者総合保険 

 

相談支援サービスの提供開始に当たり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重

要事項の説明を行いました。 

 

 事業者 

  〔事業者名〕社会福祉法人川口市社会福祉事業団 

  〔所 在 地〕埼玉県川口市大字赤井１０５５番地 

  〔説 明 者〕所属 川口市障害者相談支援センターきらり 

        氏名          印 

 

 私は、契約書及び本書面に基づいて、事業者から相談支援サービスについての重要事項

の説明を受け、相談支援サービスの提供開始に同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

 利用者 

  〔住  所〕                       

 

  〔氏  名〕                         

 

 身体の状況により署名ができないため、利用者本人の意思を確認したうえ、利用者に代

わって、その署名を代筆しました。 

 

（代理人または立会人等） 

 

  〔住  所〕                       

 

  〔氏  名〕                        

 

  〔続柄（利用者との関係）〕                 


